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高志山の会 会則  

 

第１条 名称と事務所 

本会は「高志山の会」と称し、事務所を事務局長宅に置く。  

 

第２条 目 的 

本会は年齢に応じた安全で楽しい登山を行い、自然保護の精神を高揚し、会員相互の親睦、並びに国内・

国外山岳団体との交流を図ることを目的とする。  

 

第３条 事 業 

本会は次の事業を行う。 

(１) 登 山 

(２) 会報の発行 

(３) その他目的達成に必要な事項  

 

第４条 会 員 

(１) 本会は原則として満４０歳以上の男女で、会の目的に賛同し、所定の入会金と会費を納入した人を会員

とする。 

なお、会員の資格期間は当該年度の１月１日（途中入会者は入会した日）から12月31日までとする。 

(２) 会員は次の事項を遵守しなければならない。 

(イ) 会の名誉を汚したり、背信行為を行ったりしないこと。 

(ロ) 会則及び役員会の決定事項に従うこと。 

(ハ) 山行中はリーダーの指示に従い団体行動や安全の確保に協力しなければならない。 

(３) 前事項の規定に違反した場合は、役員会の決議により除名勧告、または除名されることがある。 

(４) 退会 

(イ) 会員は退会する場合は、退会届を提出し、その日付をもって退会したものとする。 

(ロ) 納入期限から１ヶ月を経過しても会費の納入がない場合は退会とみなす。 

 

第５条 役員およびその任務、選出、任期 

(１) 役員 

会 長      １名 

副会長     若干名 

監 事      ２名 

会 計      １名 

副会計(保険担当) １名 

運営委員長（以下「委員長」という。） １名 

運営副委員長（以下「副委員長」という。） 若干名 

運営委員（以下「委員」という。） 若干名 

事務局長      １名 

副事務局長   若干名 

事務局員    若干名 

(２) 会長は会を代表し、副会長は会長を補佐する。 

会計は会務に伴う会計を担当し、副会計は山岳保険に伴う諸事をする。 

監事は会務並びに会計を監査する。 

委員長は運営委員会（以下「委員会」という。）及び役員会の審議事項を統括し、副委員長は委員長を補
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佐する。 

委員は次の会務を担う。 

(イ) 定例山行計画の企画・実施・ 経理、山行指導等 

 (ロ) 役員研修、新会員等の研修、遭難対策等 

(ハ) 自然観察会の企画、実施、自然保護等の指導 

なお、必要に応じて、委員会に担当を置くことができる。 

事務局長は一般事務の他、会員や外部団体との連絡調整、国内外の山岳団体との交流等を担当し、副事

務局長、事務局員はこれを補佐する。 

(３) 会長、副会長、監事は役員会の推薦により総会で選出し、その他の役員は会長が委嘱する。 

(４) 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

 

第６条 顧問 

顧問は会長が委嘱し、会の重要事項について助言し、意見を述べることができる。 

また、第5条(1)の委員を兼ねることができる。 

 

第７条 会 議 

本会は、会の適正な運営を図るため、次の会議を開催する。 

(１) 総 会 

総会は毎年１回2月に開催し、事業報告、事業計画、決算、予算、その他の案件について審議する。  

(２) 臨時総会 

重要事項の審議を行うため、特に必要があると認めた場合には会長がこれを召集する。  

(３) 役員会 

役員会は第５条(１)の役員及び第６条の顧問をもって構成し、原則として毎月開催し、会運営の諸事項

について検討、審議する。  

(４) 臨時役員会 

臨時役員会は顧問、会長、副会長、会計、委員長、副委員長並びに事務局長をもって構成し、重要事項

について必要と認めた場合に、会長がこれを召集する。 

 

第８条 会 費 

(１) 会費は年間４，０００円とし、夫婦会員は年間７，０００円とする。 

(２) 会費は2月末までに納入しなければならない。 

(３) 入会金は２，０００円とする。 

(４) 中途入会の場合は、役員会の承認により年会費を減額することができる。  

 

第９条 遭難対策 

(１) 登山行事の事故に対する補償については、加入保険金支払い金額の範囲内とする。なお、遭難や事故に

対する補償金は、会員が加入している保険会社に自ら請求するものとする。 

(２) (１)の登山行事とは会の行事として総会で決定された山行をいう。 

(３) 遭難対策費は次の場合に使用するものとする。 

(イ) 会の行事で発生した場合の遭難対策行動費 

(ロ) 遭難対策研修費 

(ハ) 遭難対策のための装備購入費 

(ニ) その他、総会で財源充当を承認された事業及び臨時役員会で必要と認められたもの 

 

(４) 例会登山で遭難事故等の緊急事態が発生した場合には次の事項により対処する。 



3 

 

(イ) ＧＣＬはあらゆる方法で会長および事務局に連絡する。 

(ロ) 会長は直ちに遭難対策本部を設置する。 

(ハ) 遭難対策本部は次の役員等をもって構成する。 

会長、副会長、委員長、副委員長、事務局長、顧問その他会長が必要と認める役員および会員。 

(ニ) 会員は二重遭難防止のため、遭難対策本部への連絡、了解なしに独断で救助の目的をもって現地

に入ってはいけない。 

会員が現地に行く場合は、事前に遭難対策本部に連絡し、その了解と指示に従って行動するもの

とする。 

(ホ) 遭難対策本部は必要と認める場合には、できるだけ早急に救助隊を組織し出発させる。救助隊は

状況により収容隊、捜索隊となる。 

(ヘ) 救助隊の人選は遭難対策本部で協議のうえ、会長が指名する。 

(ト) 他の山岳団体より協力の申し入れがあった場合には遭難対策本部で協議する。 

(チ) 会長は状況により富山県山岳連盟会長に連絡し、連盟の遭難対策委員会の協力を要請することが

できる。    

  （５） 遭難対策費は特別会計とする。 

 

第１０条  山岳保険 

(１) 会員は原則として年間契約の山岳保険（遭難対策救助費用付き）に加入しなければならない。  

なお日山協山岳保険の場合、加入に当たっては副会計が毎年３月に団体による一括加入手続きを行う。 

(２) 山岳保険に加入していないゲスト参加者は、臨時的に短期山岳保険に加入するものとする。またその短

期山岳保険の保険証書の写し等内容が確認できるものを事務局に提出しなければならない。 

(３) 会員は会の行事以外の山行を行う場合、事前に郵送、Ｆａｘ等により事務局へ登山計画書届または任意

の山行届を提出するものとする。  

 

第１１条  会計年度 

本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。 

 

第１２条  会則の改廃 

本会則の改廃を行う場合は、総会の承認を必要とする。 

 

（平成31年4月21日議決） 

附 則      本会則の改定は、令和2年1月1日より適用する。なお、平成31年度の会計年度は、平成31年4月1

日より令和元年12月31日までとする。 

 

(令和2年2月9日議決) 

附 則   本会則の改定は、令和2年2月9日より適用する。 

 

(令和4年2月13日議決) 

附 則   本会則の改定は、令和4年2月13日より適用する。   

 

 (令和8年2月1日議決) 

附 則   本会則の改定は、令和8年2月1日より適用する。                                                

                                             


